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第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会の概要

1概 要          ′

国民体育本会(国民スポニツ大会)は、昭型 21年に京都府を申心とした京阪神士也区で第 1甲大
!会

が開催古れ、黙降、各都道府県9持ち回り開催となり、広く国民の間にスポ■ツを普及してスポー

ツ精神を高揚して国良の健康増進と体力の向上を薗り、併せて地方スポiツの振興こ地方文イ19

発展に寄与す0伴ともに、国民生活を明うく幸かにすることを目的に毎年開催されるスポ■ツの琴

典です。            i   :          Ⅲ

全国障害者スポー`ジ大会は、昭和 401年から身体しようがいのある人々 対象I耳行われてき■「全

国身体障害者スポーツ大会」とヽ平成4年から知的しようがいのある人を対象に行われてきた「全

国知的障害者スポーツ本会」を統合した大会としてて平成 1と 年から画体終了後に同じF汗弓催地で開

催されている大会る、しようがいのある人が競技等を通じてスポ■ツの楽しさを体験するとともに、

国良のしようがいに対する理解を深め、しようがい者の社会参加の推進に寄与することを目的とし

て毎年開催されるしようがい者スポ下ツの全国的な祭典です。

2大会名称、愛称、スロエガン   」          :
国民体育大会は、令和6年に佐賀県でF汗弓l佳される第79国大会以降、歯民不ポーツ大会に名称変

更され、略称は自スポ(こくすば)となり本すo

・大会名称:「第79回国民スポ■ツ大会」「第24回全国障害者スポーツ大会」

!愛  称:「わたSHIGA輝く国スポ・障ネポ」

,ス ローガン:「湖国の感動未来へつなく」

回 の へ つ

わたSHlGA輝くロスポ・障スポ
第79口 国民スポーツ大会 '第 24回 全国障害者スポーツ 2025大 会

3主 催    i
i国

民スポーツ大会の主催者墜公益財甲法人日本スポーツ協会t文部科学省および開催地者1道府

県とし、各競技についてlよ、日本スポニツ協会加盟競技団体、会場地市町村を含めたものとなりま

す。                              _
全国障害者スポエツ大会の主催者は、公益財団法人由本障がい者スポーツ協会、文部科学省、開

催地都道府県および市町村に、その他の関係団体を加えたものとなります。

4大会の開催時期等

【国民スポーツ大会】

。開l性時期:令和7年9月 28日 1`0月 8日

・開催期間コ1日間

【全国障害者スポーツ大会】

。開催時期:原則として国民スポーツ大会の直後キ

・開催期間i3日間
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5実施予定競技    ‐

【国民スポーツ大会】

≪正式競技≫3ィ7競技(毎年実施36競技、隔年実施1競技)

①毎年実施競技(36競技)

②隔年実施競技(ボクシング、クレー射撃のうち1競技を実施)

ボクシング

!≪ 特別競技≫1競技

高等学校野球(硬式および軟式)

≪公開競技≫7競技 中央競技団体主導で開催されるもので都道府県対抗の得点にはなりません。

綱引、ゲ下トボ~ル(武術太極拳、パヮーリフテイング、グラウンド・ゴルフ、

バウンドテニス、エアロビツク

≪デモンストレーシヨンスポーツ≫ 県民を対象とし、滋賀県にて種目を決定されます。

スポーツ拳法、スリースマイルゴルフ、百人一首競技かるた、ラジオ体操第 3(初代。二代目)、

ひこねスーパーカロム、ユニカール、ウォーキング、ノルディック・ウォーク、インデイアカ、

スポーツウェルネス吹矢、スローイングビンゴ、スポ■ツチャンバラ(ビリヤード、

ソフトパレーボール、カロニリング(スポーツ鬼ごつこ、マリンスポーツフェスティバル、

キンボールスポーツ。レクリエーシヨン、里湖で地域を結ぶウォ=キング、ネツトボンポイ、

フットサ)レ、ユニホツク、モルック

【全国障害者スポ■ツ大会】

≪正式競技≫14競技

≪オープン競技≫ !

滋賀県実行委員会、公益財団法人日本障害者スポTツ協会、文部科学省による協議のうえ決定

されます。(伊」:肢体障害者ボウIプ ング、ブラインドテニス、精神障害者フットサル 等 )

-2-

陸上競技 水泳 サッカ= テニス

ボート ホッケー バレ耳ボィル 体操

バスケウトボール レスリング セーリング ウエイ卜IJフテイング

ハンドボール 自転車 ソフトテニス 卓球

軟式野球 相撲 馬術 フェンシング

柔道 ソフトボール ′ヾドミントン 弓道

ライウル射撃 剣道 ラグビーフツトボール スポーツクライミング

カヌi アーチェリニ 空手道 銃剣道

なぎなた ボウIJング ゴルフ トライアスロン

イ固
人
競
技

競技名 障害種別

団
体
競
技

競技名 障害種別

陸上競技 身・矢日 バスケットボ‐ル Π
Ｈ

生
ハ

水泳 身・矢日 車いすバスケツトボール 身

ア=チェリー 身 ソウトボール

卓球 (サウンド升デルテニス含む) 身・知・精 グランドソフトボール 身

フライングデイスク 身・矢日 フットソフトボール 矢日

ボウリング 矢日 バレーボニル 身・知・精

ボッチャ 身 サッカー ｎ
Ｈ

生
赤



第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会長浜市開催競技

【国民スポーツ大会】

≪正式競技≫5競技

≪公開競技≫1競技

≪デモンストレーシヨンスポ■ツ≫1競技

【全国障害者スポィツ大会】

≪正式競技≫1競技

競技名 種別 開催形式 開催予定施設

1 ソフトテニス 全種別 単独開催 長浜市民庭球場

2 本目 発寒 全種別 単独開催 長浜バイオ大学ドーム

3 柔 道 全種別 単独開催 長浜伊香ツインアリーナ

4 バレーボエル(ビーチバレーボール) 全種別 単独開催 豊公園自由広場特設会場

5 水 泳(オープンウォータースイミング) 全種別 単独開催 南浜町地先特設会場

競技名 種別 開催形式 開催予定施設

1 ゲ=トボ
=ル

単独開催 長浜バイオ大学ドーム

競技名 種別 開催形式 開催予定施設

1 ユニカール 単独開催 長浜伊香ツインアリーナ

競技名 障害区分 開催形式 開催予定施設

フットソフトボール 知的障害 単独開催 長浜バイオ大学ドーム
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総会●
:【

最高議決機関】

肇羹拿豊聯 碁昭 曾 薪 |

の審議・議決

口鳴
、

「

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 長浜市実行委員会組織図

【実行委員会構成】

会 長 1名 i

副 会 長 9名
常任委員 33名

常任委員会

委任 辛風宅写
委 員,77名

2名

5名

33名

総 会

付託・委任 幸限だ写 総務企画専門委員会

競技式典専門委員会

宿泊衛生専門委員会

輸送交通専門委員会

専門委員
(R4設置予

実行委員

吐

実
行
委
員

（
長
浜
市障

会
事
務
局

国
ス
ポ

・

ス
ポ
推
進
室

庁
内
推
進
会
議

（
Ｒ
４
年
度
設
置
予
定

）

H“ い′

ヽ
． 事

問

与

監

顧

参

日

、 HJ′

//・
~と ~F二 ~=~'こ 〒 F~=~=~=― =― t＼

【専門委員会】           ヴ

O総務企画  `
(総合計画、広報計画、おもてなし計画、ボランテイア募集等)

O競技式典                |
(競技運営計画、競技施設整備計画、1)八大会開催計画等)

O宿泊衛生    
｀ 1

(宿

'白

計画、医事衛生計画等)

O輸送交通   :
(輸送交通計画、消防防災、警備計画等)

=一 ヨ

ー
=一 =― ・

―
=峯 =_=_=― =一 t―

―
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常任委員会

【決定機関】

賀套お畠繁 母織 項
専房馨

議・決定    ′       :

専門委員会

【調査機関】

常任委員会からの付託事項の調査・審議(

委任事項の審議・決定

＼＼



わたSHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市開催に向けたスケジュール

年度 主要日程 長浜市準備組織 市組織

令和元年度以前

(2019年 度以前)

(H25.7.24)

(R17.16)
開催内

凸疋

令和 2年度

(2020年 度)

【鼠年前】

鹿児島県

(延期)

市民協任力部スポーツ振興課内に

「国スポ・障女ポ準備窒」を設置

(R2.10。)

開催 1年延期決

定

R3825(水 )

長浜市準備委員会

設立 よ開催

に

に移行
〈

酵 7.14′
開催決定

R4.B.29

組織改正

長浜市実行委員会

1  開催

庁内推進会議

設置 (予定)

長浜市実行委員会

開催 (随時)

リハiサル大会
実施本部設置

わたSHIGA輝く国スポリハ‐サル大会 開催

本大会 、

実施本部設置

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ大会 開催

令和 3年度
:

(2021年 度)

【4年前】

三重県

(申止)、

令和4年度

(2022年 度)

【3年前】

栃木県

令和5年度

(2023年 度)

【2年前】

鹿児島県

令和6年度

(2024年度)

【1年前】

佐賀県

令和7年度

、(2025年度)

【開催年】

滋賀県



項れ
Ｈ

ヽ

く
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これまでの主な経過

「わた SHIGA輝く国スポ・障スポ」大会 開催準備経過

第1回実行委員会 報告事項 1

※ は市関係分

年 度 内 容

平成 24年度 滋賀県議会において「第79回国 に関する決議」

平成 25年度 知事、県教育委員会、滋賀県体育協会会長から、文部科学大臣および公益財団法人

日 こ「第 79回国 を提出

本体育協会の理事会において、開催申 了解

(滋賀県開催が内々定)

滋賀 (H25.10,31
滋賀県開 備委員会に てヽ開催基本方針の決定

滋賀県開 こおいて会場地

平成 26年度 開・ お )

平成 27年度 H27.8.31) ソフトテニス、禍撲

平成 28年度 H28.3.3)   雑

平成 30年度 中央競技団体正規視察 ソフトテニス H30.10.10)
″

〃

本目撲(H31.2.1)
H31.2.26)

令和元年度 (Rl.5.1

バレーボール(ビ ―刃ヽ
゛
レ姉

い―ル)、 水泳(オ
ープンウォータースイミンク

事
)

公開競技会場地市町第一次内定(Rl.5.17) ゲートボール

全国障害者スポーツ大会会場地市町第一次内定(Rli5。 17) フットベースボール

公益財団法人日本スポーツ協会の理事会において、第 79回国民スポーツ大会の開

催地に滋賀県が内定(Rl.7.17)
′ ′ ―)レ (ヒ

一`チ
'キ

゛
レーホ

｀
司, Rl.11.6)

令和 2年度 スポーツ振興課内に国スポ・ ポ大会準備室設置

第 75回国民体育大会 (鹿児島県) (R216419)

日本スポーツ協会臨時理事会において、第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国

害者スポーツ大会 令和 7年開催(1 正式決定(R2.10.8)

デモンストレーションスぽ―ツ競技会場地市町第二次内定(R3.3.22) ユニカール

令和3年度 中央競技団体正規視察 水泳(オ
ーフ
°
カォータースイミンク

｀
)(R3.6,24)

全日本実業団ソフトテニス選手権(栃本国体1)八大会)視察(R3,7.24-25)

正式競技デレーボール(ヒ

S―
刃ドレード司ケ) (R3.8.5)

豊公園自

第 79 回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会 長浜市準備委員会設

立総会・第 1回総会を開催(R3,8.25)

第 76回国民体育大会 (二重県)の開催中 (R3.8,26)

オープンウォータースイム日本選手権大会視察(R3.10。 16-18)

佐賀県(佐賀市 唐津市 伊万里市 玄海町) 先催市町行政視察(R3 1 1 8 1 0 )

二重県(鈴鹿市・津市・伊勢市・尾
~鷲

市)先催市行政視察(R3.11.17-19)

長浜市準備委員会事務局SNS運用開始(R3.12.1～ )

二重とこわか目体事例紹介・スポーツ講演会を開催(R4,3.5)

令和4年度 市民協働部 スポーツ振興課内に国スポ・障スポ大会推進室設置(名称変更)

第 79回国民スポーツ大会総合視察(R4.5.26)

第 79園国民ス 。第 24 ―ツ大会

1 (R4.5.2

日本スポーツ協会理事会において、第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者

スポーツ大会 令和 7年開 (R4.7.14)

全 ソフトテ 津市) (R4.8.5-6)

第 79回国民 ・第 24回全国 スポーツ大会 会第

2回総会・わた SHIGA輝く国スポ'障スポ 長浜市実行委員会第 1回総会を開催

(R4.8.29





第1回実行委員会 第1号議案

わたSHIGA輝く国スポ。障スポ 長浜市実行委員会役員の選任 (案 )

会 長

常任委員

役 職No 選出区分 所 属

市 長長浜市1 市関係

No. 選出区分 所 属 役 職

1 市議会議員 長浜市議会 議 長

2 スポーツ関係 長浜市スポーツ協会 会 長

3 しょうがい。福祉関係 長浜市社会福祉協議会 会 長

4 産業・経済関係 長浜商工会議所 会 頭

5 産業・経済関係 長浜市商工会 会 長

6 宿泊:観光関係 公益社団法人長浜観光協会 会 長

7 社会団体関係 曼浜市連合自治会 会 長

8 市関係 長浜市 副市長

9 市関係 曼浜市教育委員会 教育長

No. 選出区分 所 属 役 職

1 県 競技関係 滋賀県柔道連盟 理事長

2 県 競技関係 滋賀県ソフトテニス連盟 不 長

3 県 競技関係 滋賀県相撲連盟 会 長

4 県 競技関係 滋賀県水泳連盟 長

5 県 競技関係 滋賀県バレーボール協会 会 長

6 県 競技関係 滋賀県ゲ■トボール連盟 会 長

7 県 競技関係 滋賀県ソフトボール協会 会 長

8 県 競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 柔道専門部 委員長

9 県 競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 ソフトテニス専門部 委員長

10 県 競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 相撲専門部 委員長

県 競技関係 滋賀県高等学校体育連盟 バレーボール専門部 委員長

12 県 競技関係 滋賀県障害者スポーツ協会 会 長

13 スポーツ関係 長浜市スポ下ツ推進委員会 会 長

14 スポーツ関係 長浜市スポーツ協会 副会長

15 スポーツ関係 長浜市スポ■ツ協会 副会長

16 スポーツ関係 曼浜市スポーツ協会 理事長

17 学校関係 長浜市小中学校長会 会 長

18 学校関係 滋賀県小学校体育連盟長浜支部 支部長

19 学校関係 滋賀県中学校体育連盟長浜支部 支部長

20 学校関係 滋賀県高等学校長協会理事(湖北 ) 理 事

21 医療関係 一般社団法人湖北医師会 会 長

22 医療関係 市立長浜病院 院 長

23 医療関係 長浜市立湖北病院 院 長

24 医療関係 長浜赤十字病院 院 長

25 しょうがい。福祉関係 長浜市身体障害者福祉協会 会 長

26 しょうがい・福祉関係 長浜市手をつなぐ育成会 石 長

27 消防・警備関係 湖北地域消防本部 消防長

28 文化団体関係 長浜市民芸術文化創造協議会 会 長

29 文化団体関係 長浜文化芸術協会 会 長

30 会場関係 (公財)長浜文化スポーツ振興事業団 理事長

31 国・県関係 長浜警察署 署 長

32 国・県関係 木之本警察署 署 長

33 国。県関係 湖北健康福祉事務所(長浜保健所) 所 長
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わたSHIGA輝く画スポ・障スポ 長浜市実行委員会役員の選任 (案 )

所 属 役 職No. 選出区分

会 長1 市 競技関係 長浜柔道協会

会 長長浜ソフトテニス協会2 市 競技関係

会 長3 市 競技関係 長浜市相撲連盟

事務局長長浜オープンウオータ=スイミング協会4 市 競技関係

会長5 市 競技関係 長浜市バレーボール協会

会長滋賀県ゲートボール連盟湖北地域連絡会6 市 競技関係

会長7 市 競技関係 長浜市ソフトボール協会

副本部長長浜市スポーツ少年団8 スポーツ関係

会 長9 スポーツ関係 長浜市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

学 長長浜バイオ大学10 学校関係

学 長学校関係 滋賀文教短期大学

校 長滋賀県立看護専門学校12 学校関係

校 長13 学校関係 滋賀県調理短期大学校

会 長長浜市園長会14 学校関係

会 長15 学校関係 長浜民間保育協議会

院 長社会福祉法人青祥会セフイロト病院16 医療関係

支部長17 医療関係 公益社団法人滋賀県看護協会第6地区支部

理事長工般社団法人長浜青年会議所18 産業。経済関係

前幹事19 産業・経済関係 長浜ライオンズクラブ

理 事木之本ライオンズクラブ20 産業・経済関係

会 長21 産業・経済関係 長浜□―タリークラブ
会 長邑浜Jし □―タリークラブ22 産業・経済関係

会 長23 産業。経済関係 長浜東□―タリークラブ

会 長24 産業。経済関係 国際ソロプチミスト長浜

組合長産業。経済関係 南浜漁業協同組合25
理事長26 産業・経済関係 北びわこ農業協同組合

理事長」Aレーク伊吹農業協同組合27 産業・経済関係

代表理事28 宿泊・観光関係 長浜旅館飲食協同組合

組合長長浜旅館組合29 宿泊・観光関係

長30 宿泊・観光関係 湖北観光旅館連盟

理事長社会福祉法人 湖北会31 しょうがい。福祉関係

常務理事32 しょうがい。福祉関係 社会福祉法人 ひかり福社会

施設長社会福祉法人 滋賀県障害児協会33 しょうがい・福祉関係

会 長34 しようがい。福祉関係 湖北地域しょうがい者支援事業所協議会

団 長35 消防・警備関係 長浜市消防団

会 長消防・警備関係 長浜地区交通安全協会36
会 長37 消防・警備関係 伊香交通安全協会

会 長一般社団法人滋賀県パス協会38 通信・運輸関係

会 長39 通信・運輸関係 一般社団法人滋賀県タクシー協会

副会長滋賀県レンタカー協会(湖北ブロツク)40 通信・運輸関係
駅 長41 通信・運輸関係 西日本旅客鉄道(株)長浜駅

駅 長42 通信・運輸関係 西日本旅客鉄道(株)米原駅

会 長長浜市PTA連絡協議会43 社会団体関係

長不44 社会団体関係 長浜市パートナーシップ推進協議会

会 長長浜市子ども会連合会45 社会団体関係

副会長46 社会団体関係 長浜市青少年育成市民会議

会 長47 社会団体関係 長浜ユネスコ協会

会 長社会団体関係 長浜市民生委員児童委員協議会48
赤十字奉仕団長浜市地区委員会 委員長49 社会団体関係

会 長長浜市健康推進員協議会50 社会団体関係

会 長51 文化団体関係 長浜音楽協会

代表者特定非営利活動法人 はまかる52 文化団体関係

(公財)滋賀県スポーツ協会 館 長53 会場関係

会 長長浜地区地域づくり連合会54 会場関係
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わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 長浜市実行委員会役員の選任 (案)

55 会場関係 びわ地域づくり協議会 会 長

56 会場関係 木之本地区地域づくり協議会 会 長

57 会場関係 六荘地区地域づくり協議会 会 長

58 国・県関係 国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所 所 長

59 国・県関係 滋賀県長浜土木事務所 所 長

60 市関係 長浜市病院事業 長浜病院事務局長

61 市関係 湖北広域行政事務センター 事務局長

62 市関係 長浜水道企業団 事務局長

63 市関係 長浜市総務部 部 長

64 市関係 長浜市総務部 政策監

65 市関係 長浜市市民生活部 部 長

66 市関係 長浜市健康福祉部 部 長

67 市関係 長浜市産業観光部 培B長
68 市関係 長浜市都市建設部 部 長

69 市関係 長浜市下水道事業部 部 長

70 市関係 長浜市防災危機管理局 局 長

71 市関係 長浜市デジタル行政推進局 局 長

72 市関係 長浜市北部振興局 局 長

73 市関係 長浜市北部振興局 政策監

74 市関係 長浜市議会事務局 局 長

75 市関係 長浜市監査委員事務局 局 長

76 市関係 長浜市教育委員会事務局 教育部長

77 市関係 長浜市農業委員会事務局 局 長
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わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 長浜市実行委員会役員の選任 (案 )

監 事

参 与

問

役 職所 属No. 選出区分

長浜支店長1 産業・経済関係 長浜金融協議会 (幹事行 :滋賀銀行)

会計管理者市関係 長浜市会計課2

No. 選出区分 所 属 役 職

1 衆議院議員 衆議院議員 議 員

2 県議会議員 滋賀県議会 議 員

3 県議会議員 滋賀県議会 議 員

4 県議会議員 滋賀県議会 議 員

5 県議会議員 滋賀県議会 議 員

No. 選出区分
―

所 属 役 職

1 通信・運輸関係 滋賀夕刊新聞社 代 表

2 通信・運輸関係 中日新聞 長浜通信局 通信局長

3 通信・運輸関係 京都新聞社 長浜支局 支局長

4 通信・運輸関係 朝日新聞 彦根支局 支局長

5 通信・運輸関係 毎日新聞社 長浜通信部 部 長

6 通信・運輸関係 読売新聞彦根支局 支局長

7 通信・運輸関係 産経新聞 大津支局 支局長

8 通信・運輸関係 NHK大津放送局 局 長

9 通信・運輸関係 びわ湖放送 株式会社 報道部次長

10 通信・運輸関係 株式会社 時事通信社大津支局 支局長

11 通信・運輸関係 一般社団法人 共同通信社大津支局 支局長

12 通信・運輸関係 株式会社ZTV彦根放送局 課 長

13 市議会議員 長浜市議会 副議長

14 市議会議員 長浜市議会 議 員

15 市議会議員 長浜市議会 議 員

16 市議会議員 長浜市議会 議 員

17 市議会議員 長浜市議会 議 員

18 市議会議員 長浜市議会 議 員

19 市議会議員 長浜市議会 議 員

20 市議会議員 長浜市議会 議 員

21 市議会議員 長浜市議会 議 員

22 市議会議員 長浜市議会 議 員

23 市議会議員 長浜市議会 議 員

24 市議会議員 長浜市議会 議 員

25 市議会議員 長浜市議会 議 員

26 市議会議員 長浜市議会 議 員

27 市議会議員 長浜市議会 議 員

28 市議会議員 長浜市議会 議 員

29 市議会議員 長浜市議会 議 員

30 市議会議員 長浜市議会 議 員

31 市議会議員 長浜市議会 議 員

32 市議会議員 長浜市議会 議 員

33 市議会議員 長浜市議会 議 員

会長 :1名、副会長 :9名 、常任委員:33名、監事:2名

委員:77名

顧問:5名

参与 :33名

合 計:160名
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1回実行委員会

わたSHIGA輝く国スポ。障スポ長浜市実行委員会

令和4年度事業計画(案)

1会議等の開催

(1)総会

(2)常任委旱会
―

(3)専門委員会 (総務企画、競技式典、宿泊衛生、輸送奈通)

2開催準備業務の推進

(1)開催推進総合計画の進行管理

(2)各種計画等の策定                         ―

・歓迎・おもてなし基本計画  ・競技運営基本計画 |  :Iジハーサル大会開催基本計画

・施設整備基本計画     ・宿泊基本計画      ・医事・衛生基本計画

・輸送交通基本計画     ・消防防災・警備基本計画 など

(3)県からの各種調査への対応

(4)わたSHIGA輝く国スポじ障スポ 長浜市実行委員会の設立      i

(5)広報啓発活動の推進

(6)開催決定記念イベントの開催

(7)その他開催準備のために必要な業務

3先催市町の準備状況等の調査および研究

(1)F第77回国良体育大会.第 22回全国障害者スポーツ大会(栃本県)」、国民体育大会り′トーサ

ル大会等の視察調査および事業報告会への出席

(2)先催地事務局等の視察、情報収集・資料収集および分析

4関係機関および競技団体との連絡調整

(1)滋賀県開催実行委員会との連絡調整

(2)競技団体この連絡調整

(3)その他関係機関・団体との連絡調整

=13-



第1回実行委員会 第3号議案

わたSHIGA輝く国スポ,障スポ 長浜市実行委員会

令和4年度収支予算(案)

1収入の部 (単位:円 )

(単位:円 )2支 出の部

歳出予算科目の予算額に過不足が生じた場合は、各科日間において経費の流用ができるものとする。

科 目 予 算 額

負担金 3,000,000 長浜市負担金

繰越金 8,987 令和3年度繰越金

その他 13 預金利息等

合
′
計 3,009,000

科目 予 算 額 説  明

総 務 費 182,210

122,880

59,380

総会、常任委員会 開催経費

事務用消耗品、手数料等

開催準備費 2,826,740

1,719,940

1,106,300

栃木国体・大会視察、先催県行政視察等

開催決定記念事業、啓発用品、チラン等

合 計 3,009,000
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3.8.25 第

第 7家 回国民スポーツ大会。第24回全国障害者スポーツ大会

長浜市開催基本方針

1基本方針   t      '
「第 79回国民スポーツ大会F第 24回全国障害者スポーツ大会」は、競技力の向上や市民のスポ

ーツヘあ蘭心注嵩あ、生涯スポーウの普及:振興を図るとともに、夢や感動、連帯感を共有できる

大会とすることを目指します。                /
また子占然と歴史あふれる長浜市の魅力有全国に発信する絶好の機会として、市民、関係回体、

行聴な檻が協働で大会運営を行い(市民総参加により創意工夫を凝らして、全国から訪れる多くの

人を温かくお逸えし、本市が目指す「新たな感性を生かしみんなで未来を創るまち 長浜」の実現十二

つな|ず、すべての人々 の認臆に残る大会を目指します。

2実施目標                    「

(1)スポーツで長浜を元気にする大会

市民‐人ひとりが、年齢、性別、しようがいのあるなしを問わず、「する」「みる」「ささえる」「つなげ

る」といつた様々な形でスポーツに積極的に参画し、市民のスポーツヘの関心を高め、「いつでも、

どこでも、いつまでも」気軽に親しめる生涯スポーツの普及・振興に繋がる大会を目指します。

(2)市民協働による大会         :
市民の参加意識の高揚を図るため、情報発信や啓発活動を積極的に行い、市民・関係団体・行政

等が一体となり、大会の成功に向けた準備に万全を期すとともに、大会に関わる全ての人々が喜び

と感動を共有できるよう取り組みます。       (              !

(3)長浜の特色を生かしt創意工夫を凝らした大会                  1
市内の既存施設の有効活用を図るとともに、大会運営において長間活力の導入や数年にわたり

開催されるスポ■ツイベントの運営ノウハウなど、倉」意上夫を凝らした簡素と効率化に努め、環境面

1とも配慮した大会を目指します。

(4)長浜の魅力を秦信し、おもてなしの心を形にする大会 i

豊かな自然や食材、伝統。文化を全国に発信し、長浜市の魅力をアピールするとともに、温かい心

のつながりを感じていただけるような、心のこもつたおもてなし

`来

訪者を迎え、再度長浜市 訪々

れるきつかけとなるよう努めます。

(5)長浜の子が、長浜で育ち、長浜で活躍する大会

長浜で生まれ育つた選手が、指導者となつて次の世代を育成するなど、長浜のスポーツの発展を

支える好循環の形成に努めます。
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R4.5,27常任委員会決定

第 79回国民スポーツ大会,第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市開催推進総合計画 ―

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会(以下「国スポ`障スポ大会」という。)

の成功に向け、市民の総力を結集しヽ本市を訪れるすべての方々を「おもてなしの心」で温かくお迎え

するとともに、講臆に残る魅力ある大会の開催と長浜市の活性化につながる大会を目指し、長浜市開

催基本方針に基づき開催推進総合計画を定めるものとする。

1基本方針

(1)総務企画 k                       l        /
県、競技団体、関係機関及び関係団体こ緊密に連携して国スポ。障スボ大会を一過性のスポーツイベ

ントに終わらせず、スポーツ々 通じて未来のまちづくウにつなかる大会となるよう、総合的な計画め

立案と施策の推進を図ると

(2)財務                 |                     '
県等と連携し、簡素・効率化を図りながらも創意工夫を生かした魅力あふれる大会を目指し、適切

で効率的な財務の運営を図る。

(3)広報

国スポと障スポ大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に

展開することもに、自然や歴史。文化・食など本市の多彩な魅力を全国に発信すると

(4)市民協働

市民‐人ひとりが大会開催の意義を理解し、それぞれの立場で積極的に参加し、‐丸となつて大会

を盛り上げていくことにより、市民協働のまちづくりの推進につなげる。

(5)観光。おもてなし          |
選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々に(本市の多彩な魅力に触れていただくとともに、

ザいのこもつたおもてなしを提供する。                           1

(6)競技 i                                  :

県、競技団体、関係機関、関係団体等と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を図るとともに、必要な

用具等については、効率的に整備する。            i

(7)式典    ―

簡素な装飾や演出に努めることを基本としつう、創意工夫をこらし、本市の特色を生かした式典と

する。                  ―

(8)施設

簡素・効率化の基本方針のもと、既存施設の有効活用を図るとともに、開催基準要項の施設基準を

踏まえながら、開催後の市民の利用を見据えた整備を行う。
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(9)イ
~百

'白宿泊施設等と緊密な連携により、選手・監答をはじめ、本市を訪れるすべての方々をあたたかくお

迎えし、安全でll夫適な宿舎の確保を図り、受け入れ態勢に万全を期する。

(10)医事。衛生

県等の協力を得ながら、選手・監督をはじめ、大会に関つる全ての方 の々安全 確々保するととも1手ヽ

大会を快適な環境のもとで開催するため、医療機関や関係機関等との連携を強化する。さらに、食

品衛生及び環境衛生に配慮するとともに、防痺体制および医療救護体制の確立を図る9

(11)輸送交通

交通事業者等と緊密な連携により、当市の交導事情を勘案し、安全かつ効率的で確実な輸送手段

の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するなど交通混雑の緩和と環境に配慮した

輸送・交通体制の確立を図る。

(12)消防`警備  !   :
競技会場その他木会関係施設にoける災害の防止や治安の確保、非常時における緊急対応に万全

を期するためて消防・警察その他関係機関等と緊密に連携し、消防防災′,警備体制の確立を図る。

2年次計画

長浜市開催推進総合計画の年次計画は、別表のとおり■する。

なお、年次計画は進行管:里を行うとともに、適宜見直しを行うo
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第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 長浜市開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

2024年度(1年前)2022年度(3年前)202

主
要
事
業

市
準
備
組
織
等

準
備
委
員
会

準備委員会 第1回総会

大会運営ガイドライン作成

識別用晶整備要頃策定

①
総
務
企
画

②
財
　
務

③
広
　
報

ボランテイア募集要項策定

りA大会ドうテイア業務計画

④
市
民
協
働

り八大会案内所等設置

売店錦嚢醍腰項策定
~歓

迦装飾実施要項策定

総
務
企
画
専
門
委
員
会

観
光

。
お

も

て
な

し

競技係員・補助員委嘱

臨時通信施設架設設置

競技用具整備計画策定

競技係員、補助員の検討

競技別実施震項策定

競技係員、補助員編成・養成

⑥
競
　
技

⑫
式
典

競
技
式
典
専
門
委
員
会

③
施
設

◎
宿
泊

医療救護対応要頂策定

食品衛生対策要頂 策ご

宿
泊
衛
生
専
門
委
員
会

輸送業務実施要項策定

交通対策業務実施妻項策定

輸
送
交

第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

・
第
２
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
　
開
催

げ八大会警備肖防本部設置消防防災業務実施要項策定

善縮弟務実施要項策定

送
交
通
専
門
委
員
会

消

防



R4.5,27常任委員会決定

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市実行委員会
!専

門委員会規程   i _

(趣旨)                                   P
第1条 この規程は、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市実行委員会会則第13条第 3項の大見定に基

づき、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員会の名称等)  .                        ｀

第2条 専門委員会の名称並びに常任委員会からの付託事項凛び委任事項は、別表のとおりとする。

(選任)

第3条 専門委員会に次の専門委員を置く。

(1)委員長   1名            i
(2)副委員長 若千名           ―

(3)委員   30名 以内         :           ′

2委員長おょび副委員長、委員は、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市実行委員会会長(以下「会長」

というと)が委嘱する。         テ

(任期 )｀

第 4条 専門委員の任期はtわたSHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市美行委員会が解散するときまでとす

る。

2前項の規定にかかわらず、専門委員が就任時におけるそれぞれの所属する団体または機関等の役職

を離れた場合はて専門委員を辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務める■のと

する。
‐          !

3会長は専門委員に特別な事情が生じたときはその職を解き、必要に応じて補充することができる。

(委員長等の職務)                    i     _
第 5条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理すると

ガ副委員長lよ、委員長を補佐し、委員長に事古文あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長

の指名した副委員長がその職務 代々理する。

(会議)        !―               `       庁

第6条 専門委員会は、必要に応けて委員長が招集するよ                    :
2専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。

3専門委員会の議事は(出席委員の過半数の同意をもうて決し、可否同数の場合は、議長の決するとこ

ろによる。ただし、代理人に議決を委任した専門委員は出席したものとみなす。       ヽ

4専門委員会は、必要があるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。 :

-20-



(専門部会)

第7条 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的事項につい

て調査研究を行わせ、その結果を報告させることができる。 i
2専門部会は、会長が委嘱した者(以下、F部会委員」という。)をもって構成する。

3第3条から第5条まで、並びに第6条第1環、第2項及び第3項の規定は、専門部会について準用する。

ただし、この場合において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるの

は「部会長」と、嘱J委員長」とあるのは嘱峙[会長」と、「専門委員」とあるのは暗呂会委員」と読み替える

ものとする。

4部会委員の任期は、専門委員の任期の例によるj

附則                 ′

この規程は、令和 4年 5月:27日から施行する。

別表(第 2条関係)

名称 付託事項 委任事項

総務企画

専門委員会

1開催準備総合計画に関すること。

2広報および市民協働に関すること。

3観光、接伴及び歓迦装飾に関すること。

4姫火イベンHこ関すること。        ′

5ほかの専門委員会に属さない事項に関すること。

左記付託する事項のう:ち、

事業の実施に関すること。

競技式典

専門委員会 :

1競技会の運営に関すること。

2競技施設及び関連施設の整備に関すること。

3表彰式に関することP      i
4大会旗に関することと

5その他競技式典に関すoこと。

左記付託する事項のうち(

事業の実施に関すること。

宿泊衛生

専門委員会

1宿泊及び配宿計画に関すること。

2環境衛生及び食品衛生に関すること。

3医事衛生に関すること。

4その他宿泊衛生に関すること。

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。

輸送交通

専門委員会

1輸送計画に関すること。   、

2交通及び駐車場対策に関すること。

3消防防災及び警備に関すること。

4その他輸送交通に関すること。

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関することも

-21-



R4.5.27常任委員会決定

第 79回国民スポ■ツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会

長浜市協賛取扱要項

1趣旨          |                         ・

この要項は、長浜市で開催される第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会

及び競技別リハーサル大会(以下「大会」という。)の趣旨に賛同し、協賛の申し出があった場合の取

扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2協賛の内容

(1)協葦の内容は、原則として大会の広報啓発や歓迎装飾に係る物品、その他運営に係る用具等(以

下「協賛物品等」というq)の受入れによるものとする。

,(2)協賛者が資金による協賛を申し入れたときは、その資金を大会の協賛物品等に充てるものとす

る。                                            
′

3協賛の実施方法

(1)協賛の受入れは、わたSHIGA輝く国スポ。障スポ長浜市実行委員会(以下「市実行委員会」とい

う。)で行う。

(2)協賛の申込みは、協賛申込書(様式第1号 )により行う。

(3)協賛の受入れを決定しヽこれを受押したときは、協賛受領書(様式第2号)を協賛者に交付する。

(4)協賛方法は、提供または貸与とする。

(5)協賛物品等の搬入、据付、撤去等に要する費用は、原則として協賛者の負担とする。

4協賛として受け入れないもの

,次の各号のいずれかに該当する場合は、協章を受Iす入れなぃ■Qとする。
|

(1)大会の趣旨に反するもの

(2)法令等に違反するもの及び公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められるもの

(3)政治活動、宗教活動等に係るものと認められるもの

(4)個人の氏名を宣伝する目的のものと認められるもの

(5)その他、市実行委員会が適当でないと認めるもの

S協賛の表示       〔           ｀
         |

(1)協賛品にIユ
ー切章者の意向|1応じ協章の表示を行うことができる。ただし協賛品に直接霧示す

ることが不適当な場合には、その他の方法により表示すうものとする。      !
(2)前号の協賛表示はt表示方法、表示箇所(文字等の大きさ等についてt市実行委員会と協議し、

市実行委員会の承認を得て行うものとする。                  .

6協賛への謝意                           ―

協賛の提供を受けたときは、協賛者に対し感謝状等を贈呈することができる。また、必要に応じて

プログラム等にその旨を掲載することができる。
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サi協賛あ受入期間
ド  ・  '

! 協賛の受入れ期IWlよ、大会管
了後まFIす ,「

｀8その他 _       、 li

ミ この要啜に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

こあ要項は
～
:令
不日4年 ら周控7白から施行する

)

‐2,「



様式第 1号

協 賛 申 込 書

年  月  ′
日

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ

長浜市実行委員会 会長 あて

長浜市で開催される第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポエツ大会及びリハーサ

ル大会の趣旨に賛同し、下記のとおり協賛します。

記

(担当者)

所 属

氏 名

電話番号

的一山為時

(

協 賛 物 品 等

品 目

規格等

単 価

数 量

総 額

i回 提 供 □ 貸 与

引渡予定年月日 年 月 日
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様式第 2号

協 賛 受 領 書

年  月  日

わたSHIGA輝く国スポ。障スポ

_長浜市実行委員会 会長

う      ｀
   罰員女ホ|ツ大会・第?4回全国長浜市で開催される第マ9団              障害者スボニツ大会及びりATサ

ル大会に係る協贅物品等を、下記のとおり受領しました。         1

様

記

協 賛 物 品
.等

去見本笛窯与

数 量

総 額
上

協 賛 方 法 □ 提 供 □ 貸 与

引渡予定年月日
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R4.5.27常任委員会決定

第 79回国民スポーツ大会・第 24!回金自障害者スポーツ大会 長浜市広報基本計画

1 目的                 .        テ            .
第 亨9回国民スポ■ツ大会,第 24回全国障害者スポエツ大会(以下「国スポ・障スポ大会Jといつ9)

に対する市民の理解と蘭心を深めるとともに、自然や歴史。文化、食など本市の多彩な魅力を全国||

発信するため(「第79回国民スポニツ大会。第 24画全国障害者ズポエツ大会長浜市開催推進総合

計画」こ基づき、効果的かつ積極的な広報活動を行うと

2内容       `
(1)印刷物による広報   「

大会を象徴する愛称:スロニガン・ヤスコツトなどを活用した各種印用」物や啓発品を作成し、本会

開催を広く周知する。

! ア 市t関係機関等の広報誌への掲載

イ PR広報誌の作成   |
ウ ボスター、パンフレツト等の作成

工 啓発グッズの作成

(2)メデイアによる広報

多様なメデイア食活用し、広騨囲に迅速かつ効果的な情報秦偏を行う。

ァ市ホームページやSNS等 1耳よる情報発信

|イ 新聞、テレビ、ラジオ等による情報発信

ウ 市の既存の広報番組等の活用

(3)イベンHこよる広報
,

主催イベントを実施するとともに、既存の各種イベントとの連携を甲る

ア 啓発イベントの開催
f イ 関係機関等このイベントの連携  :          |

(4)工作物等による広報     |
各種工作物を作成して庁ムく市民1耳誘致する。

' ア 横断幕、懸垂幕、のぼりの設置

イ案内板め設置 i

ウカウントダウンボァドの設置 ●

(5)大会報告書による広報

国スポ・障スポ大会の準備経過、開催状況、競技記録等を記録にとどめるため、大会報告書を作

成し後世に伝える。

ア 大会報告書等の作成       !   ヽ

イ 大会記録映像、写真集等の政策
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R4.5.27常任委員会決定

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポエツ大会

長浜市市民協働基本計画 :

1 目的                             イ

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会(以下「国スポ。障スポ大会」という。)

の成功に向けてt「第 79回国民スポーツ大会。第 24画全国障害者スポ■ツ大会 長浜市開催推進総

合計画Jに基づき、市民■人ひとりが大会開催の意義を連解し、下丸こなつて大会を盛り上げることも

に、「新たな感i陛を生かしみんなで未未を創るまち長浜」の推進につながることを目的とする。

2目標

(1)市民協働による大会                         /
市民一人ひとりが「する」「みる」「ささえる」「つなげるJといつた様々な関わりを持Pことにより、

喜びと感動を共有できる大会を目指す。

(2)生涯スポーツ社会の実現を目指す大会

大会を契機に、市民のスポーツ・レクリエニシヨンに対する関心を高め、「いつでも、どこでも、いつ

までも」気軽に親しめる生涯スポーツ社会の促進につながる大会を目指す。

(3)おもてなしの心を形にする大会     、                    1
心のこもつたおもてなしで来訪者をお迎えし、温かい心のつながりを感じていただける大会を目

指す志                                   、   ,

(4)長浜市の魅力を全国に発信する大会

豊かな自然や食材、伝統・文化を全国に発信し、長浜市の魅力を来訪者にアピールする大会を目

指す。|

(5)クリーンで快適な大会

環境美化活動等を通じて、きれいなまちづくりを進め、クリィンで快適な大会を目指す。

3推進方法       :
(1)市民の理解と関心を高め、市民一人ひとりが自ら行動を起こし、運動が広がるよう、各樺広報活動

を進める。       ィ

―
(2)市民の参加機会がより広がるよう、市民団体、関係機関等と連携して進める。

(3)従来から実施きれている各種市民活動や企業の社会貢献活動等と連携し、それぞれの立場に応じ

た推進分野を担当し、二人でも多くの市長の理解と参加が得られるよう、地域や団体の事情に配慮

した活動を進める。                                イ
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8戸 29

わたSHIGA輝く国スポ9障スポ長浜市実行委員会 会則

第 1章 総則                         十

(名 称)|
第1条 本会は、わたsHIGA輝く国スポ`障スポ長浜市実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目 的)                                  ,
第 2条 実行委員会は、わたSHIGA輝く国スポ。障スポにおいて、長浜市で開催される競技会(以下「競技

会」というと)の円滑な運営に必要な準備を行うことを目的とするも               ｀

(事 業)          |
第 3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うも

(1)競技会の開催、運営に必要な方針および計画の決定に関すること。

(2)競技会の開催、運営に必要な施設及び設備の整備に関すること。

(3)競技会のF汗弓催おょび準備のたあの経費に関するとと。
｀

(4)関係競技団体、蘭係団体および関係機関との連絡調整に関すること。

(5)その他実行委員会の目的の達成に必要な事務および事業に関するここ。

第 2章 組織

(組 織)

第 4条 実行委員会は(会長および次に掲げる者のうちから会長が委嘱した者(以下「委員」という。)をも

つて組織する。

(1)長浜市を代表する者

(2)長浜市議会を代表する者       |
(3)関係競技団体、関係団体および関係機関を代表する者

(4)前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者

(役 員)

第 5条 実行委員会に、次の役員を置く。

(1)会 長   1名
(2)副会長  若干名

(3)常任委員 40名以内

(4)監 事   2名

(役員の選任)        .
第 6条 会長ヽ、長浜市長を|つて充てると

2副会長および常任委員は、委員のうちから総会の承認を得て会長が委l属する。

3監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。

(役員の職務)                              一

第 7条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。               (
2副会長は、会長を補佐し、会長に事古欠あうとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた

順序でその職務を行う。
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3常任委員は、常任委員会を構成し、第 12条第 6項に掲げる事項につぃて審議するも

4監事は、実行委員会の会計を監査する。   i

(任 期 )

第 8条 委員および役員の任期は、実行委員会が解散するこきまでとする。      :      |
2前項の規定にかん`つらず、委員および役員が就任時におけるそれぞれの所属する団体または機関等の

役職を離れた場合は、委員および役員は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務め

る者とする。

3会長は、委員および役員に特別な事情が生じたときはその職を解き、必要に応じて補充することができ

る。

4会長は、委員および役員の変更があつた場合は、次の総会において報告する。

5委員および役員は無報酬とする。

(顧間および参与)

第 01条 実行委員会に顧問および参与を置くことができる。

2顧問および参与は、会長が委嘱するb

3顧間は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行うよ

4参与は、会長が必要と認める事項につぃて、会長の諮問に応け、ロノも言を行う。

5~顧問および参与は無報酬とする。

6前条第1項および第2項の規定は、顧間および参与の任期について準用する。この場合において、これ

らの規定中「委員および役員」とあるのはt「顧問および参与」と読み替えるものとする。

第 3章 会議等

(会議の種類)

第 10条 実行委員会に次の会議を置く。

(1)総会

(2).常任委員会 (

(3)専門委員会

(総 会)

第 11条 総会は、会長及び委員をもうて構成する。

2総会は、必要に応じて会長が招集する。

3総会の議長は、会長または会長が指名したものがこれに当たる。

4総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)競技会の開催に必要な方針および計画の策定に関すること。     モ

(2)実行委員会の会則の制定および改廃に関すること。

(3)実行委員会の事業計画および事業報告に関すること。

(4)実行委員会の予算および決算に関することb                     i
l(5)常

任委員会に委任する事項に関すること。

(6)前各与に掲げるもののほか、重要な事項に関すること。

5総会|よ 委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

6総会の議事は、出席した委員の過半数をもうて決し、可否向数のときは、議長の決するところによる。
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7総会に出席することができない委員は、代理人によつて議決権を行使し、または書面で議決に加わるこ

とができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。

8会長は必要に応じて監事t顧問および参与に総会への出席を求めることができる。

(常任委員会)   i
第 12条 常任委員会は、会長t副会長および常任委員をもうて構成する。

2委員長は、会長をもって充てる。‐      :
3副委員長は、副会長をもつて充てると                 l
4常任委員会は、委員長が招集する。

5常任委員会の議長は、委員長または委員長が指名したものがこれに当たる。

6常任委員会は 次ヽに掲げる事項について審議しヽ 決定する。

(1)総会んヽら委任された事項に関すること。            ド

!(2)専門委員会の設葺および専門委員会に付託または委任する事項に関すること。    |′

(3)総会を招集する時間的余裕がない緊急の事項に関すること。               '
(4)その他委員長が必要と認める事項に関すること。           ′

7常任委員会は、前項の規定により審議し、決定した内容を茨の総会に報告しなければならない:

8前条5項から第7項までの規定は 常ヽ任委員会において準用する。この場合において、これらの大見定中

「総会」こあるのは「常任委員会」と、「委員」とある|の は嘱」会長および常任委員」と読み替えるものとする。

(専門委員会)           |          )
第 13条 専門委員会は 常ヽ任委員会が必要と認める場合に設置するものとし、専門委員をもって構成す

る。                                               i
2専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査て審議し、または委任された事項を決定し、

その結果を常任委員会に報告しなければならないも

a前2項に規定するもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮つて会長が定めると

第4章 専決処分

(会長の専決処分)

第14条 会長は、特に緊急を要するため総会および常任委員会を招集する時間的余裕がないと認めると

|き、または総会および常任委員会の権限に属すo事項で軽易なものについては、これを専決処分するこ

とができる。                                i
?会長は、前項の規窪により専決処分したときは、これを次の総会および常任委員会において報告し、そ

の承認を得なければならない。  |

1 第 5章 事務局

(事務局)                      |
第15条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2事務局の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第 6章 会計

(経 費)    .r
第 16条 実行委員会の運営に要する経費は、負担金その他の収入を持つて充てる。
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(収支予算および収支決算)

第 17条 実行委員会の収支予算は 総ヽ会の議決を経なければならない。

2実行委員会の収支決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第 18条 実行委員会の会計年度は、毎年4月 1日 に始まり、翌年3月 31日に終わる。

2実行委員会の会計に関し必要な事項は(会長が別に定める」

第 7章 雑則

(解 散)

第19条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。

2実行委員会が解散した場合において、その残余財産が生じた場合は、長浜市に帰属するものとする。

(補 建)

第 20条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1この会則は令和3年8月 25自から施行する。

附 則

1この会則は令和4年8月 29日から施行する。

2この会則の施行の際、現に第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会長浜市準備委

員会の委員、役員、顧間、参与又は専門委員である者lよ、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ長浜市実行委員
会の委員、役員、顧間、参与又は専門委員に委]戸高されたものとする。

3、この会則の施行の際、現に制定されている第 79回国民スポーツ大会。第24回全国障害者スポーツ大

会長浜市準備委員会の方針、計画及び関係規程等中「第79回国民スポーツ大会。第24回全国障害者ス

ボーッ大会長浜市準備委員会」とあるものは、fわたSHIGA輝く国スポ。障スポ長浜市実行委員会」と読
み替える。
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